
 

 

議案第２１号関連資料 

財産区有土地の処分について 

 

 

１ 要  旨 

西二見村財産区が所有する土地の売り払いにつき「地方自治法第９６条第１項第

８号」及び「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３

条」（予定価格４０００万円以上で１件５０００㎡以上の土地の売り払い）に基づ

きまして、議会の議決を求めるものです。 

 

２ 処分しようとする土地の表示 

① 所在地 明石市二見町西二見字更池ノ内１５６２番１ 

地 目 溜 池 

面 積 ７,８６５．４７㎡（実測面積） 

 

  ② 所在地 明石市二見町西二見字大池ノ内１６５７番３４ 

 地 目 溜 池 

    面 積 ７７．１６㎡（実測面積） 

    

所 有 者 西二見村財産区 

   合計面積 ７,９４２．６３㎡（実測面積） 

 

３ 処分しようとする土地の処分価格及び相手方 

処分価格 ４４５，０８８，８００円 

処分相手 加古川市町平岡町新在家１１７番地 

     ＳＨＯＷＡ ＧＲＯＵＰ株式会社 代表取締役 湖中 正泰 

 

４ 処分の目的 

耕作地の減少で不要となった、ため池（更池）を処分することにより、財産区財

産の維持管理にかかる財源を確保するとともに、民間活力による良好な街区の形成

を図ることを目的としています。 

 

５ 処分の方法 

令和５年１月１９日に一般競争入札を実施し、最高金額での入札者を落札者とし

ました。入札参加者は６者でした。 

 

６ 処分の日程 

令和５年１月３１日に処分予定者と仮契約を締結しております。 

第１回定例会（３月議会）での議決を条件として、本契約が成立する内容となっ

ています。 

総 務 常 任 委 員 会 資 料 

2023 年(令和 5 年)3 月 7 日 

財 務 室 管 財 担 当 



 

【参考】 処分しようとする土地の付近見取図 

 

 

 

 

処分しようとする土地 


